
令和６年度三宅町こころの相談室業務委託事業所募集要項

１．業務の名称

令和６年度三宅町こころの相談室業務

２．業務の目的

家族関係の問題、子育ての不安、子どもの発達等の様々な悩みに対して、専門的な諸技

法を用いたカウンセリング（以下「相談」という。）を実施することにより、誰もが健やか

で安全・安心に生活できることを目的とする。

３．業務内容について

「令和６年度三宅町こころの相談室委託業務仕様書」のとおりとする。

４．募集趣旨

上記２の目的を達成するため、相談体制の確保をするため、別紙「令和６年度三宅町こ

ころの相談室委託業務仕様書」に基づき、業務提供ができる事業所を募集する。

５．事業所登録に必要な資格に関する事項

次に掲げる全ての事項に該当することとする。

（１）当該仕様書に定める業務を確実に遂行する能力を有し、適正な執行体制が整備され

ていること

（２）相談員は、地方公務員法第 16条各号のいずれにも該当せず、かつ、医師、公認心

理師、臨床心理士等の資格を有し、相談経験を有すること

（３）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること

（４）過去5年（平成 3１年4月 1日～令和６年３月31日）までに、Ｗｅｂ面談やメー

ル相談を含むカウンセリングの実績を有する者であること

（５）三宅町の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。

６．仕様書等に関する質問

仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、メールまたはＦＡＸにより提

出してください。電話での質問は対応いたしません。

（１）質問書受付期間

令和６年３月１１日午前８時３０分～令和６年３月１４日午後３時まで

（２）提出場所

下記「８．申請書提出及び問い合わせ先」へ、様式２「質問書」を提出してください。



（３）回答について

質問に対する回答は、メール又はＦＡＸによる通知とします。

７．事業所登録申請受付について

（１）申請受付期間

令和６年３月１１日（月）午前８時３０分～令和６年３月２２日（金）午後５時まで

（２）申請書類

①様式１「三宅町こころの相談室業務委託事業所登録申請書」

②様式１裏面「事業所施設基準の状況確認シート」

③様式３ 会社概要調書

④様式４ 業務実績調書

⑤様式５ 業務従事者調書

⑥様式６ 業務管理責任者の経歴及び実績等調書

⑦様式７ 誓約書

⑧事業所の資料（ホームページや案内リーフレット等）

上記８点を揃えて提出してください。

（３）受付方法

郵便または窓口持参により受付します。

（４）事業所登録審査

提出いただいた書類を審査し、業務委託事業所の登録の可否を判断し、結果については、

後日文書にて通知をいたします。

尚、登録事業所決定通知が届いた事業所におかれては、契約手続きに入りますので、速

やかに三宅町健康子ども課へご連絡ください。

８．申請書提出及び問い合わせ先

住所：〒６３６－０２１３

奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 848番地の１（三宅町保健福祉施設あざさ苑１階）

三宅町健康子ども局健康子ども課 （担当：松本）

ＴＥＬ：０７４５－４３－３５８０（平日：午前 8時３０分～午後 5時 15分）

ＦＡＸ：０７４５－４３－２１０７

メール：kenkou@town.miyake.lg.jp


